
「令和 4年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」の誤りについて 

 

「令和 4年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」について、次のとおり誤りがありましたので、訂正いたします。 

 

該当箇所 正 誤 

P７ 

【住宅借入金等

特別控除区分

（１回目、２回

目）】欄 

  

P７ 

控除申告書・証

明書の区分表示

箇所 

【居住開始が令和３年１月１日以後の場合】 

  

【居住開始が令和３年１月１日以後の場合】 

 

P21 

記載例１ （注）２ 

この「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の記載に当たっては、「令

和４年分退職所得に対する源泉徴収簿」などを基にして必要な事項

を記載してください。 

この「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の記載に当たっては、「令

和４年分給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」の裏面の「退職所

得の税額計算」欄などを基にして必要な事項を記載してください。 

※ その他、「第２ 給与所得の源泉徴収票（給与支払報告書）」（P３～18）のうち「令和４年分給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」の記載がある箇所につ

いては、「令和４年分給与所得に対する源泉徴収簿」と読み替えをお願いします。 


